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 １ 制度のあらまし 
 

岐阜県では、県内への移住を促進するとともに、県内における優秀な人材の確保を目的に、県

外の大学等に在学しながらも、将来、岐阜県に戻って活躍する意思がある学生に対して奨学金を

貸与します。 

また、卒業後に、一定期間、県内で居住し、県内に主たる事業所を有する法人等において就業 

した場合には、この奨学金の返還を全額免除します。 
 

＜制度の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

貸与対象 

 次のいずれにも該当する者 

① 県内の高等学校（学校教育法第１条に規定する高等学校）若しくは特別支援学校 
（同法第１条に規定する特別支援学校）の高等部及び専修学校の高等課程（同法第

１２５条第１項に規定する高等課程であって、修業年限が３年以上のものに限

る。）を卒業並びに高等専門学校（同法第１条に規定する高等専門学校）の第三学

年の課程を修了した者であること。 

② 県外に住所を有し（下宿し）、かつ、県外の大学等に在学していること。 
③ 申請時に、三親等内の親族で成年者であるもののいずれか又は連帯保証人が県内に

住所を有すること。 

④ 大学等（※）を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること。 

⑤ 学業成績が優秀であると認められること。 

⑥ 経済的理由により修学が困難であると認められること。 

貸与金額  月 額：６０，０００円 

（年間貸与額 最大７２０，０００円）           ※金額は選べません。 

利 息 無利息 

貸与期間 
貸与の決定通知において定められた月から大学等を卒業する日の属する月まで 
（※正規の修業年限を上限とする） 

 

 

 

 
返還債務

免除条件 

 

 次のいずれにも該当すると認められる場合、返還債務の全部を免除 

① 大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内に居住

し、引き続き５年間居住していること。 

② 大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内で就業※ 

し、引き続き５年間就業していること。 

※「県内で就業」とは 
大学等を卒業し、県内に主たる事業所を有する法人・団体において就業するこ

ともしくは個人事業主またはその事業専従者であること。 

短時間労働者（雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第百十条第三  

項に規定する短時間労働者をいう。）、その他それに相当するものは含みませ 
ん。 

返還債務

履行猶予 
条件 

次のいずれかに該当する場合、次の期間を猶予 

① 返還債務免除条件に該当したとき 該当する期間 
② 大学等に在学しているとき 在学している期間 

（※）「大学等」とは、大学（専門職大学を含む）、短期大学（専門職短期大学を含む）、高等専門学校 

（第４学年及び第５学年に限る。）、専修学校（専門課程に限る。）をいいます。大学院は対象となりま 

せん。 

 

【他の奨学金との併用について】 
本奨学金の制度上、他の奨学金との併用利用は可能です。ただし、他の奨学金の制度に 

 よっては、併用を認めていないものがありますので、必ず申請前に確認してください。 
 

【外国籍の人】 
次の在留資格の方に限ります。 
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち将来永住する意思のある人 

Ｒ５年度より増額 
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 ２ 申請の方法について 
 

 

（１）申請期間 令和５年４月１９日（水）～令和５年６月５日（月）【締切日消印有効】 

定 員 １２０名 
 

（２）申請方法 
・申請期間内に、下記奨学金ページに記載されている《Ａ.新規申請者》専用申請フォームか
ら申請（入力し送信）のうえ、「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書（裏面）」に下記
の添付書類を添えて、岐阜県地域振興課へ提出してください。【正 １部】 

・提出する書類は一式コピーをとっておき、お手元に保管しておくことをおすすめします。 
・申請書に押印した印鑑は、貸与決定後に提出する書類にも使用しますので、どの印鑑を使用
したかが分かるようにしておいてください。 

・「消すことができるペン」が使用されているものは受付できません。 
 

 

【添付書類】下記の①～⑪ （「⑪チェックリスト」を確認しながらご準備いただくとスムーズです） 

①  大学等に在学することを証明する書類（令和５年４月１日以降に発行されたもの） 
 

② 県内の高等学校若しくは特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程（修業年限が３年
以上のものに限る）を卒業し、又は高等専門学校の第３学年の課程を修了したことを証明す
る書類 

 

③  申請者が県外に居住していることを証明する書類 
住民票（令和５年４月１日以降に発行されたもの） 又は 
アパート賃貸借契約書等の写し（居住地の住所、賃借人（入居者）、入居期間が分かる
ようにコピーをとってください） 

 

④ 申請者の属する世帯全員の住民票 （令和５年４月１日以降に発行されたもの） 
次のような場合は本人と生計を一にしている家族とみなし、同一世帯員とします。 

・主たる家計支持者が勤務地に赴任し、別居しているとき 
・修学や病気療養のために一時的に別居しているとき 
・その他、上記のいずれかと同様の状態にあるとき 

 

⑤ 連帯保証人の住民票  ※連帯保証人の住所が、上記④の住民票で確認できない場合のみ 
 

⑥ 学業成績を証明する書類 
＜応募基準＞：以下に示す対象期間における学習成績の評定を全履修科目について平均した値

が、以下の基準に該当する者であること。 
 

新規貸与申請時の在学年次 応募基準となる成績の対象期間 評定平均値 

大 学 １ 年 生 高校１年生～高校３年生     ３．０以上 

大 学 ２ 年 生 高 校 １ 年 生 ～ 大学１ 年 生 
高校３．０以上かつ

大学 可以上 

【新規申請者】 初めて申請する方 

 

申請書などの様式は、岐阜県公式ホームページからダウンロードしてください。 
 

「清流の国ぎふ大学生等奨学金」ページ（岐阜県公式ホームページ内） 
 

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html
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大 学 ３ 年 生 大学１年生～大学２年生 可以上 

大 学 ４ 年 生 大学１年生～大学３年生 可以上 

大学５年生（医学生等） 大学１年生～大学４年生 可以上 

大学６年生（医学生等） 大学１年生～大学５年生 可以上 

高等専門学校４年生 高等専門学校１年生～３年生 可以上 

高等専門学校５年生 高等専門学校１年生～４年生 可以上 

 

専修学校（専門課程）１年生 

高校１年生～高校３年生

又は 
専修学校（ 高等課程） １ 年生～ ３年生 

 

３．０以上 

 

専修学校（専門課程）２年生 

高校１年生～専修学校（専門課程）１年又

は 

専修学校（高等課程）１年生～専修学校（専門課程）１年 

高校又は専修学校（高等課程）３．０以上

かつ 

専修学校（専門課程） 
可以上 

 

 

専修学校（専門課程）３年生以上 

専修学校（専門課程）１年生～申請時

に在学する学年の前年の学年 

 

（例）専門課程４年生の場合は、

専門課程１年生～３年生まで 

 

 

可以上 

※上記「大学」には、短期大学、専門職大学、専門職短期大学を含みます。 

 

⑦ 生計を維持する者（主たる家計支持者）※  の２０２２年の収入の年額を証明する書類 

＜応募基準＞：別添「清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準」に示す収入基準額以下に該当す

るもの。 

※「申請者の生計を維持する者（主たる家計支持者）」とは、本人の父母また

はこれに代わって家計を支える者のうち、所得金額の最も多い人を指します。 

 

【生計を維持する者（主たる家計支持者）の２０２２年の収入の年額を証明する書類】 

区 分 提出する証明書類 

給与所得者 ２０２２年分の給与所得の源泉徴収票の写し 

年金（恩給）受給者 
年金（恩給）の改定通知書の写し、支給窓口発行 
の支給額証明書、支給通知書 等 

事業・配当・不動産及び雑所得のある者 
市町村長が発行する「２０２３年度（令和５年度 
分）」の所得課税証明書 
※「2023年度所得課税証明書」は市町村によって発行

開始日が異なります。年度間違いにご注意くださ

い。発行開始日は事前に市町村へご確認ください。 

 

 

⑧ その他の証明書（※申請時点で、申請者及び生計を一にする家族が該当する場合のみ） 

区 分 提出する証明書類 

障がい者 対象者全員の 障がい者手帳、精神障がい者保健

福祉手帳または療育手帳の写し 

長期療養者 

※長期療養者は申請時点で６ヶ月 

以上療養している人であり、申請

時点で療養を終えている場合は対 

象となりません。 

 

 

医師等の証明書 等 

災害、火災及び盗難等 り災証明書、盗難届出証明書等 
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生計を維持する者が別居している場合 
※仕事の都合等で単身赴任している場
合が対象となり、家庭の事情により
自発的に別居している場合は対象 
となりません。 

 
別居のために特別に支出している金額が証明で

きるもの 

退職（予定）者又は失業者 退職（予定）証明書又は雇用保険受給資格者の写 
 

 

⑨ 連帯保証人の印鑑登録証明書 

 
 

 

 

 

 
 

 

⑩ 通帳の写し 
（金融機関名、支店名、口座名義、口座種別、口座番号が確認できること） 

   ※必ず申請者本人の名義の口座としてください.。 
※不承認となった場合は返却いたします。 

 
 

⑪ チェックリスト（当てはまるものにチェックをし、あわせて提出してください） 

 

（３）提出期限 令和５年 ６月 ５日（月）【締切日消印有効】 
 

（４）提出先 
〒５００－８５７０ 
岐阜市薮田南２－１－１ 
岐阜県庁 地域振興課 宛 

※封筒に「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書（新規）」 と朱書きしてください。 
 

 

【 郵 送 のみ】：配達状況が確認できる方法（特定記録郵便、レターパック 等）で郵送してください。 

締切日を過ぎた日付の消印のものは受付できません。 

 

（５）選考 
書類審査により選考します。 

 

（６）貸与決定 
令和５年７月中旬（予定）に書面で申請者あて通知します。 

【下宿先に郵送します。送付先の個別対応は行っておりませんのでご了承ください。】 
 

（７）貸与方法 
奨学金は、年３回に分けて指定の口座に振り込みます。

・連帯保証人は、「１名」としてください。 

・その保証人は、原則、県内に住所を有する三親等内の親族で成年者であるものの 

いずれかでなければなりません。 

・連帯保証人の年齢（成年に限る）や職業に就いているかどうかは問いません。 

・なお、破産宣告を受けている方は保証人になることはできません。 
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ご注意！ 今年度の貸与を希望する場合は、必ず申請してください。 
 

 

（１）申請期間 令和５年４月１９日（水）～令和５年６月５日（月）【締切日消印有効】 

 

（２）申請方法 
・申請期間内に、下記奨学金ページに記載されている《Ｂ.継続申請者》専用申請フォームか
ら申請（入力し送信）のうえ、「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書（裏面）」に下記
の添付書類を添えて、岐阜県地域振興課へ提出してください。【正 １部】 

・提出する書類は一式コピーをとっておき、お手元に保管しておくことをおすすめします。 
・申請書に押印した印鑑は、貸与決定後に提出する書類にも使用しますので、どの印鑑を使用
したかが分かるようにしておいてください。 

・「消すことができるペン」が使用されているものは受付できません。 
 

 

【添付書類】下記の①～⑩ （「⑩チェックリスト」を確認しながらご準備いただくとスムーズです） 

①  大学等に在学することを証明する書類（令和５年４月１日以降に発行されたもの） 
 

② 申請者が県外に居住していることを証明する書類 
住民票（令和５年４月１日以降に発行されたもの） 又は 
アパート賃貸借契約書等の写し（居住地の住所、賃借人（入居者）、入居期間が分かる
ようにコピーをとってください） 

 

③ 申請者の属する世帯全員の住民票 （令和５年４月１日以降に発行されたもの） 
次のような場合は本人と生計を一にしている家族とみなし、同一世帯員とします。 

・主たる家計支持者が勤務地に赴任し、別居しているとき 
・修学や病気療養のために一時的に別居しているとき 
・その他、上記のいずれかと同様の状態にあるとき 

 

④ 連帯保証人の住民票  ※連帯保証人の住所が、上記③の住民票で確認できない場合のみ 
 

⑤ 学業成績を証明する書類 
※ 平成２８～令和４年度の貸与申請時に提出した学業成績を証明する書類については、今
回提出を省略することができます。省略する場合は、追加分（前年度の学年分）の書類の
みを提出してください。 

＜応募基準＞：以下に示す対象期間における学習成績の評定を全履修科目について平均した値

が、以下の基準に該当する者であること。 

 

 

継続貸与申請時の在学年次 

 

応募基準となる成績の対象期間 

 

評定平均値 

大 学 ２ 年 生 高 校 １ 年 生 ～ 大 学 １年 生 
高校３．０以上かつ

大学 可以上 

大 学 ３ 年 生 大学１年生～大学２年生 可以上 

【継続申請者】  

 

申請書などの様式は、岐阜県公式ホームページからダウンロードしてください。 
 

「清流の国ぎふ大学生等奨学金」ページ（岐阜県公式ホームページ内） 
 

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html
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大 学 ４ 年 生 大学１年生～大学３年生 可以上 

大学５年生（医学生等） 大学１年生～大学４年生 可以上 

大学６年生（医学生等） 大学１年生～大学５年生 可以上 

高等専門学校５年生 高等専門学校１年生～４年生 可以上 

 

専修学校（専門課程）２年生 

高校１年生～専修学校（専門課程）１年又

は 

専修学校（高等課程）１年生～専修学校（専門課程）１年 

高校又は専修学校（高等課程）３．０以上

かつ 

専修学校（専門課程） 
可以上 

 

 

専修学校（専門課程）３年生以上 

専修学校（専門課程）１年生～申請時

に在学する学年の前年の学年 
 

（例）専門課程４年生の場合は、

専門課程１年生～３年生まで 

 

 

可以上 

※上記「大学」には、短期大学、専門職大学、専門職短期大学を含みます。 
 

 

⑥ 生計を維持する者（主たる家計支持者）※ の２０２２年の収入の年額を証明する書類 
＜応募基準＞：別添「清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準」に示す収入基準額以下に該当す

るもの。 

※「申請者の生計を維持する者（主たる家計支持者）」とは、本人の父母または 

これに代わって家計を支える者のうち、所得金額の最も多い人を指します。 

 

【生計を維持する者（主たる家計支持者）の２０２２年の収入の年額を証明する書類】 

区 分 提出する証明書類 

給与所得者 ２０２２年分の給与所得の源泉徴収票の写し 

年金（恩給）受給者 
年金（恩給）の改定通知書の写し、支給窓口発行の 
支給額証明書、支給通知書 等 

事業・配当・不動産及び雑所得のある者 
市町村長が発行する「２０２３年度（令和５年度分 
）」の所得課税証明書 
※「2023年度所得課税証明書」は市町村によって発行

開始日が異なります。年度間違いにご注意くださ

い。発行開始日は事前に市町村へご確認ください。 

 
 

⑦ その他の証明書（※申請時点で、申請者及び生計を一にする家族が該当する場合のみ） 

区 分 提出する証明書類 

障がい者 対象者全員の 障がい者手帳、精神障がい者保健

福祉手帳または療育手帳の写し 

長期療養者 
※長期療養者は申請時点で６ヶ月 

以上療養している人であり、申請

時点で療養を終えている場合は対 

象となりません。 

 

 

医師等の証明書 等 

災害、火災及び盗難等 り災証明書、盗難届出証明書等 

生計を維持する者が別居している場合 
※仕事の都合等で単身赴任している場
合が対象となり、家庭の事情により
自発的に別居している場合は対象と
なりません。 

 
別居のために特別に支出している金額が証明で

きるもの 

退職（予定）者又は失業者 退職（予定）証明書又は雇用保険受給資格者の写 
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⑧ 連帯保証人の印鑑登録証明書 

（※令和４年度以前の貸与申請時から印鑑登録の変更がない場合は不要です。） 

 
 

 

⑨ 【振込先口座に変更がある場合（金融機関の統合等による支店変更も含む）のみ】

変更届（関係届出書）及び通帳の写し 
（通帳の写しは金融機関名、支店名、口座名義、口座種別、口座番号が確認できること）      
※必ず申請者本人の名義の口座としてください.。 

                      
 

⑩ チェックリスト（当てはまるものにチェックをし、あわせて提出してください。） 

 

 
（３）提出期限 令和５年 ６月 ５日（月）【締切日消印有効】 

※  継続申請については、提出期限に関わらず、申請書及び添付資料の準備が整い次第、

速やかに提出してください。 

 

（４）提出先 
〒５００－８５７０ 

岐阜市薮田南２－１－１ 
岐阜県庁 地域振興課 宛 

 ※封筒に「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書（継続）*****」と朱書きしてください。 
「*****」には５桁の貸与決定番号を記入してください。 

 

【 郵 送 のみ】：配達状況が確認できる方法（特定記録郵便、レターパック 等）で郵送してください。 

締切日を過ぎた日付の消印のものは受付できません。 
 

（５）選考 
・継続申請についても、書類審査により選考します。 

・申請内容によっては、貸与不承認となる場合があります。 

 

 

・連帯保証人は、「１名」としてください。 

・その保証人は、原則、県内に住所を有する三親等内の親族で成年者であるものの 

いずれかでなければなりません。 

・連帯保証人の年齢（成年に限る）や職業に就いているかどうかは問いません。 
・なお、破産宣告を受けている方は保証人になることはできません。 
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（６）貸与決定 
令和５年７月中旬（予定）に書面で申請者あて通知します。 

【下宿先に郵送します。送付先の個別対応は行っておりませんのでご了承ください。】 

 

 

（７）貸与方法 
奨学金は、年３回に分けて指定の口座に振り込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

《ご注意！》 
  本奨学金は年度ごとの申請となります。 

  昨年度までに貸与決定を受けた方で、今年度の貸与を希望する場合は、 

必ず期日までに申請をする必要があります。申請が無い場合、その年度は 

貸与することができません。 
 

 また、昨年度までに貸与決定を受けた方のうち、留年等により正規の修業年限を超えた 

場合なども貸与できないことがあります。ご不明な場合は、地域振興課 奨学金担当まで 

お問い合わせください。 

 

 

 継続申請の対象者で、今年度の貸与を希望されない方（貸与申請辞退の方）は、貸与を 

希望されない旨について、下記本奨学金ホームページに記載されている《Ｃ.継続申請 

辞退者》専用申請フォームからお届けのうえ、在学証明書（令和５年４月１日以降発行のもの） 

の提出をお願いします。 

 
◆ 「清流の国ぎふ大学生等奨学金」ページ（岐阜県公式ホームページ内） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html 
 

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html
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 ３ 貸与決定について 
 

（１）貸与決定までの流れ 
・申請者から奨学金貸与申請書の提出があった後、書類審査を行います。 

・審査の結果を受けて、「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与決定通知書」または「清流の国ぎ

ふ大学生等奨学金貸与不承認決定通知書」により通知します。（書面による通知です。メー

ル又は口頭ではお知らせいたしません。） 

 なお、通知書は下宿先へ郵送します。郵送先の個別指定対応は行っておりませんのでご了

承ください。 

・不承認となった場合も、申請書類は返却いたしません。（新規申請者の通帳の写しを除く） 

 

 

時 期 

 

申 請 者 

 

岐 阜 県 

 

４／１９～ 

６／５ 

（６/５消印有効） 

 

❶専用の申請フォーム入力・

送信（当奨学金ホームページ内） 
 
❷「清流の国ぎふ大学生等奨

学金貸与申請書（裏）」 

及び 添付書類 
 

※❷は郵送で提出 

 

 

書類審査 

 
６月中～ 

７月上旬 

  

 

 
７月中旬（予定） 下宿先に郵送 

 
貸与決定／不承認決定 通知 

貸与決定から

２０日以内 

 

「誓約書」 提出 

 

７月末 

（予定） 

 

奨学金の貸与（初回） 

 

 
（２）奨学金の貸与 

・奨学金は原則、年３回に分けて振り込みます。 

  振込日  ７月末：  ４月～ ９月分 

      １０月末： １０月～１２月分 

       １月末：  １月～ ３月分 

（新規貸与及び継続貸与ともに、貸与決定が７月中旬の予定のため、初回は６ヶ月分をまとめて７

月末に貸与します。） 

・奨学生は、奨学金の振込の都度、毎回、直ちに「清流の国ぎふ大学生等奨学金借用証書」を提

出する必要があります。 

     ・誓約書や借用証書の未提出がある場合、奨学金の貸与ができなくなることがあります。 
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返還債務

免除条件 

 

・次のいずれにも該当する者である場合、返還債務の全額が免除されます。 

①大学等を卒業した月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内に居住

し、引き続き５年間居住していること。 

②大学等を卒業した月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内で就業

※1 し、引き続き５年間就業していること。 
 

※1「県内で就業」とは 
大学等を卒業し、県内に主たる事業所を有する法人・団体におい

て就業することもしくは個人事業主またはその事業専従者であるこ

と。 

短時間労働者（雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第

百十条第三項に規定する短時間労働者をいう。）、その他それに相当す

るものは含みません。 

 
・また、上記の返還債務免除の他、借受人が死亡、疾病、災害その他やむを

得ない理由により業務に従事することができなくなったと認められると

き、又は奨学金を返還することが困難と認められるときは、奨学金の返還

が全部又は一部免除される場合があります。 

 

 ４ 奨学金の貸与決定の取消しについて 
 

奨学生が以下のいずれかに該当することとなった場合には、奨学金の貸与決定の一部又は全部が

取り消されることになります。 
 

 

  

 

 

 ５ 奨学金の返還債務の免除について 
 

（１） 返還債務免除の条件 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「県内に主たる事業所を有する法人等」に就業した後、転勤、出向、その他県外に居住又は県

外で就業していることがやむを得ないと認められる場合は、就業期間に引き続き通算する。 

 

 

 

 
・死亡したとき 

・奨学金の貸与を受けることを辞退したとき 

・大学等を退学したとき 

・奨学金の貸与期間中に岐阜県内に転居したとき 

・心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

・学業成績又は素行が著しく不良と認められるとき 

・奨学金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき 

 

※休学又は停学の処分を受けたときも貸与は行いません。 
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【免除条件の特例】（令和４年度から） 

 

 11ページの表中の①及び②に該当するほか、県内就業の機会をいっそう増やしＵターン就業

を促進するために、次の要件を満たす場合についても、返還債務が免除となります。（当奨

学金を貸与された方のうち、令和３年１０月１日以後に大学等を卒業した方が対象です。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

返還債務

免除条件 

 

特例 

 

以下の③に該当したのち、④及び⑤に該当すること。 

 

 

③大学等を卒業した月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、「（大学等を

卒業した月の翌月から起算して）１２ヶ月後～１８ヶ月以内に」県内で

就業※2 する予定となっている者。 

 

 ※2「県内で就業」とは 

大学等を卒業し、県内に主たる事業所を有する法人・団体におい

て就業することもしくは個人事業主の事業専従者であること。 

短時間労働者（雇用保険法施行規則（昭和五十年労働省令第三号）第

百十条第三項に規定する短時間労働者をいう。）、その他それに相当す

るものは含みません。 

特例要件で就業する場合は、個人事業主としての就業予定は認め

ません。 

 
④大学等を卒業した月の翌月から起算して１８ヶ月以内に、県内に

居住し、引き続き５年間居住していること。 

 ⑤大学等を卒業した月の翌月から起算して１８ヶ月以内に、県内で

就業※2 し、引き続き５年間就業していること。（③の就業予定

にしたがって就業している者に限る。） 

 

※「県内に主たる事業所を有する法人等」に就業した後、転勤、出向、その他県外に居住

又は県外で就業していることがやむを得ないと認められる場合及び県内転職して県内居

住している場合は、就業期間に引き続き通算する。 
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 ６ 奨学金の返還について 
 

（１）返還 

以下のいずれかに該当することとなった場合には、清流の国ぎふ大学生等奨学金条例第９条

の大学等を卒業した日の属する月の翌月の初日から起算して１年を経過した日から奨学金を月

賦若しくは半年賦又は一括払いにより返還しなければなりません。 

 

 

※奨学金の返還期間は、貸与を受けた奨学金の額を、下記の計算により得た数に相当する年

数（その年数に１年未満の端数があるときはその端数を切り捨てた年数とし、その年数が１年に満た

ないときは１年とする。）以内です。可能な限り早期で返還完了できるよう返還計画をご検討

ください。 
 

⑴ 令和５年度以降の貸与額 …「２４万円で除して得た数に相当する年数」以内 

⑵ 令和４年度以前の貸与額 …「１２万円で除して得た数に相当する年数」以内 

 

⑴ と⑵いずれの期間内にも貸与を受けている場合は、⑴、⑵の年数の合算とします。 

 

※また、奨学金は無利息です。ただし、奨学金を返還すべき日（納期限）までに返還しなかっ

たときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき

県税延滞金の計算と同じ方法で算出した延滞金を支払うこととなります。 

※貸与の要件を失っていたことが判明した場合、要件を満たしていない月の奨学金を取り消し、

取消分のうち、すでに貸与されている奨学金がある場合は、ただちに返還となります。 

 

 

（２）返還債務の履行猶予条件 
 

   

   ※上記のほか、大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、免除条件の特

例（12ページ表中③及び④、⑤）に該当する旨を申し出た場合についても猶予となります。 

（猶予の特例）

①  大学等を卒業したとき（ただし、返還免除条件を満たす場合は返還が猶予されます。） 

②  奨学金の貸与を受けることを辞退したとき（ただし、返還免除条件を満たす場合は返     

還が猶予されます。） 

③  次の要件のいずれかを欠くに至ったとき 

・県外に住所を有し、かつ県外の大学等に在学していること 

・大学等を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること 

・学業成績が優秀であると認められること 

・経済的理由により修学が困難であると認められること 

① 
 

 

 

 
 

② 
③ 

次のいずれかに該当する場合、次の期間が猶予されます。  

以下の返還債務の履行猶予条件（イ、ロ）のいずれにも該当したとき  該当する期間 
イ：大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内に居住して

いる者であること。 

ロ：大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内に、県内で就業して

いる者（県内に主たる事業所を有する法人において就業する者その他の規則で定め

る者に限る）であること。 
大学等に在学しているとき  在学している期間 

 知事が認める期間  
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  ７ 申請・届出等に必要な書類一覧 
 

申請書などの様式は、岐阜県地域振興課のホームページからダウンロードしてください。 
「清流の国ぎふ大学生等奨学金」ページ（岐阜県公式ホームページ内） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html 

 

■ 奨学金の貸与を申請するとき 【正１部】 

 

◎…必ず提出 ○…該当がある場合に提出 △…変更がある場合に提出（継続申請の方） 

提出書類 備考 
新

規 

継

続 

※申請専用フォーム 
（当奨学金ホームページ内） 

Ａ.新規申請者 

Ｂ.継続申請者 

フォームに入力のうえ、必ず送信ボタンを押し

てください。 

卒業後に岐阜県でどのように活躍したいか記入

する項目については、新規・継続に関わらず具

体的かつ詳細に記入してください。 

◎ ◎ 

貸与申請書（規則 第１号様式）【裏面】 申請者、連帯保証人の氏名等は自署してくださ

い。 
◎ ◎ 

 
大学等に在学することを証明する書
類 原本 

大学等の発行する在学証明書（令和５年４月 

 １日以降に発行されたもの） 

【コピー不可、学生証のコピー不可】 

 
◎ 

 
◎ 

県内の高等学校若しくは特別支援学
校の高等部及び専修学校の高等課程 
（修業年限が３年以上のものに限
る。）を卒業し、又は高等専門学校
の第３学年の課程を修了したこと証
明する書類  原本 

 
高等学校、特別支．援．学．校．、．専修学校、高等専門
学校の発行する卒業証明書 

 

【コピー不可、卒業証書のコピー不可】 

 

 

◎ 

 

 

学業成績を証明する書類 原本 
大学、高等学校等が発行する成績証明書【コピ

ー不可、通知表は不可】 

 

◎ 

 

◎ 

 
申請者が県外に居住していることを

証明する書類 

住民票（令和５年４月１日以降に発行されたも 
の） 又は アパート賃貸契約書等の写し（下宿

先住所・入居者名・契約期間（契約更新の記

載）が確認できること。） 

 
 

◎ 

 
 

◎ 

 

 

 

 
申請者の属する世帯（生計を一にす

る家族全員）の住民票 

令和５年４月１日以降に発行されたもの。  

別居していても、生計を一にしている家族は同

一世帯員とみなします。 

 

※申請者が住民票を県外に移していない場合、

申請者及び生計を一にする家族全員が記載さ

れているもの 

※申請者が外国籍である場合は、在留資格及び

在留期限が記載されているもの 

 

 

 

 

 
◎ 

 

 

 

 

 
◎ 

連帯保証人の住民票 
 
※連帯保証人の住所が、上記の

「世帯の住民票」で確認でき
ない場合のみ 

令和５年４月１日以降に発行されたもの。 ○ ○ 

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/14710.html
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申請者の生計を維持する者（主たる

家計支持者）の２０２２年の収入の

年額を証明する書類 

〔給与所得〕 

・２０２２年分の源泉徴収票の写し 

 

〔年金（恩給）〕 

・年金（恩給）改定通知書の写し 

・支給窓口発行の支給額証明書、支給通知書等 
・市町村長が発行する２０２３年度（令和５年

度分）の所得課税証明書 

 

〔事業・配当・不動産及び雑所得のある者〕 

・市町村長が発行する２０２３年度（令和５年

度分）の所得課税証明書 

・税務署の受付印のある確定申告書（第一表及

び第二表）の写し（令和５年に申告したもの 

） 

・e-taxにより確定申告した場合は受付日時等が

印字された確定申告書又は申告内容確認票の第

一表及び第二表 
 

《ご注意》 

※「2023年度所得課税証明書」は市町村によって発

行開始日が異なります。必ず事前に市町村へ確認

していただき、申請締切日までに取得できない場

合は事前に奨学金担当にご連絡のうえ、所得課税

証明書以外の書類については全て申請締切日まで

の消印にてご提出ください。 

 （ただし、速やかに追加提出いただけない場合、

審査できないことがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎ 

連帯保証人の印鑑登録証明書 原本 

【コピー不可】 

※継続申請者で連帯保証人の変更をする場合は

別途「連帯保証人変更承認申請書」の提出が必

要です。 

◎ △ 

 

 
そ 

の 

他 

の 

証 

明 

書 

障がい者控除の証明 
対象者全員の 障がい者手帳、精神障がい者保健

福祉手帳または療育手帳の写し ○ ○ 

長期療養に要した費用 

療養のために経常的に特別な支出をしている年

間金額を証明するもの 

（対象期間）申請時点までの直近１年間の支出 

（対象となる科目） 

医師又は歯科医師への診療・治療費

病院、診療所への入院費用 

治療又は療養のための医薬品費 

病院、診療所への通院費用（必要不可欠なもの

に限る） 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

生計を維持する者が別居し

ている場合の費用の証明 

 

自己都合、家族の都合による別居は対象外 
 

○ 
 

○ 

退職（予定）者又は失業者 
退職（予定）証明書又は雇用保険受給資格者の写

し 

 

○ 
 

○ 
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通帳の写し 

金融機関名、支店名、口座名義、口座種別、口

座番号が確認できること（ゆうちょ銀行可） 

 
※継続申請者は振込先口座に変更がある場合（金

融機関の統合等による支店変更も含む）のみ変更

届（規則 第14号様式: 関係届出書）と併せて提出 

 

 
◎ 

 

 
△ 

チェックリスト  ◎ ◎ 

    

■連帯保証人の変更をするとき 

提出書類 

連帯保証人変更承認申請書 

変更後の連帯保証人の印の印鑑登録証明書 
 



 

 

 

 

令和５年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県清流の国づくり推進部地域振興課 
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【総則】 

  本書では、「清流の国ぎふ大学生等奨学金」（以下、「奨学金」と言う。）の貸

与申請の応募基準を示すものであり、条例・規則・要綱を補うものとする。 

 

１．選考方針 

  県内の高等学校等（学校教育法第１条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部

及び同法第１２５条第１項に規定する専修学校の高等課程であって修業年限が３年以

上のもの）を卒業又は高等専門学校（同法第１条に規定する高等専門学校）の第３学

年の課程を修了し、県外に住所を有しかつ県外の大学（専攻科、別科及び大学院を除

き、短大を含む。）及び高等専門学校（第４学年及び第５学年に限る）並びに専修学

校（専門課程に限る）に在学する学生で、将来、岐阜県で活躍する意思があり、学業

が優秀かつ経済的理由により修学が困難と認められる者を選考する。 

 

２．応募基準 

 次の各号のいずれにも該当する場合、貸与申請（新規・継続）を行うことができる。 

 

（１）県内の高等学校等（学校教育法第１条に規定する高等学校、特別支援学校の高

等部及び同法第１２５条第１項に規定する専修学校の高等課程であって修業年限

が３年以上のもの）を卒業又は高等専門学校（同法第１条に規定する高等専門学

校）の第３学年の課程を修了していること。 

  

（２）県外に住所を有し、かつ、県外の大学等に在学していること。 

 

 （３）貸与申請をする時に三親等内の親族で成年者であるもののいずれか又は連帯保

証人が県内に住所を有していること。 

 

（４）大学等を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること。 

 

(５) 学業成績が優秀であり、以下の基準に該当すること 

 

  ■下記に示す対象期間における学習成績の評定を全履修科目について平均した値が、 

下記の基準に該当する者であること。 

 

    

新規貸与申請時の在学年

次 

 

応募基準となる成績の対象

期間 
評定平均値 

大 学 １ 年 生 高校１年生～高校３年生 ３．０以上 

大 学 ２ 年 生 高 校 １ 年 生 ～ 大 学 １ 年 生  
高校３．０以上かつ 

大学 可以上 

大 学 ３ 年 生 大学１年生～大学２年生 可以上 

大 学 ４ 年 生 大学１年生～大学３年生 可以上 

 

清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準 
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大学５年生（医学生等） 大学１年生～大学４年生 可以上 

大学６年生（医学生等） 大学１年生～大学５年生 可以上 

高等専門学校４年生 高等専門学校１年生～３年生 可以上 

高等専門学校５年生 高等専門学校１年生～４年生 可以上 

 

専修学校（専門課程）１年生 

高校１年生～高校３年生 

又は 

専修学校（高等課程）１年生～３年生 

 

３．０以上 

 

専修学校（専門課程）２年生 

高校１年生～専修学校（専門課程）１年  

又は  

専修学校（高等課程）１年生～専修学校（専門課程）１年 

高校又は専修学校（高等課程）３．０以上  

かつ 

専修学校（専門課程） 可以上 

 

 

専修学校（専門課程）３年生以上 

専修学校（専門課程）１年生～申請時 

に在学する学年の前年の学年 

 

（例）専門課程４年生の場合は、 

専門課程１年生～３年生まで 

 

 

可以上 

 

 

 

(６) 経済的理由により修学が困難であり、生計を維持する者（主たる家計支持者）

の前年１年間の総所得金額が収入基準額表の収入基準額以下であること（「主た

る家計支持者」とは、本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者のうち

所得金額の最も多い人を指します）。 

 

 

 【計算手順】 

 

一 生計を維持する者（主たる家計支持者）の前年１年間の総収入金額を把握して

ください（源泉徴収票等による）。 

■総収入金額…生計を維持する者（主たる家計支持者）の金銭、物品等を合わせ

た総収入額 

 

二 総収入金額の区分に基づき下記の「ア 給与所得等の計算式」、及び「イ 給

与所得等以外の所得の計算」により、所得金額を計算してください。 

 

三 二で得た所得金額から、さらに該当する特別控除額（３ページ参照）を控除し、

総所得金額を算出します。 

 

四 三で得た総所得金額が収入基準額表（４ページ参照）の該当する世帯人員の区

分の収入基準額以下となることを確認してください。 

 

 

☞５ページ に収入基準額の算定例を示してありますのでご参照ください。 
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①  「総所得金額」とは、生計を維持する者（主たる家計支持者）の金銭、物品等

の総収入金額に基づいて、次により計算した所得金額を合計したもの。 

     

ア 給与所得等の計算式 

        俸給、給料、賃金、年金、恩給等の収入金額（源泉徴収票等にいう支払金  

   額）を基にして、次の計算式によって得た金額を所得金額とする。 

 

 

区                  分 計    算    式 

  収入金額が４００万円以下のもの   収入金額×0.8－214万円＝所得金額 

  収入金額が４００万円を越え７８１

万円未満のもの 

収入金額×0.7－174万円＝所得金額 

  収入金額が７８１万円以上のもの  収入金額－408万円＝所得金額 

      ※ ２つ以上の収入があって、いずれも給与所得の場合は、収入金額を合算して所得金額を算

出する。 

 

    イ 給与所得等以外の所得の計算：【総収入金額】－【必要経費】＝【所得金額】 

 

② その世帯が次の表に掲げる特別の事情がある場合は、上記①に掲げる計算式に 

より算定した総所得金額から、更に次の表の特別控除額を控除した金額を総所得 

金額と見なす。 

 

特 別 の 事 情         特 別 控 除 額                

母子、父子世帯であること                                        ９９ 万円 

就学者のいる世帯であ 

ること 

 

児童・生徒・学生 

  １人につき 

 

 

※本人も控除対象と 

する 

※大学院生は控除の

対象外 

小学校                                 ３１ 万円 

中学校                                 ４６ 万円 

 自 宅 通 学      自宅外通学 

高 等 学 校 国公立   ３９万円    ６９万円 

私 立    ８８  １１８ 

高等専門学校 

 

国公立 １～３年    ３９    ６９ 

４，５年   ４３   ７２ 

私 立 １～３年    ８８  １１８ 

４，５年 ８７ １１６ 

大     学 

 

国公立    ７４  １２１  

私 立  １３３  １８０ 

 

専修

学校 

 

高等課程 国公立    ３９    ６９ 

私 立    ８８  １１８ 

専門課程 国公立    ３６    ８１ 

私 立  １０２  １４７ 

障がい者のいる世帯である

こと 

障がい者１人につき               ９９ 万円 
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長期療養者のいる世帯

であること 

療養のために経常的に特別な支出をしている年間金額 

 

生計を維持する者（主

たる家計支持者）が別

居している世帯である

こと 

別居のために支出している年間金額。 

ただし、７１万円を限度とする。 

震災、風水害、火災そ

の他の災害又は盗難等

の被害を受けた世帯で

あること 

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るため 

の基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、 

将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認めら 

れる年間金額 

 

 

③ 世帯人員                                                               

    本人と生活を一にする家族（ただし、家事の使用人を除く）、家計支持者又は就学 

者の別居、病気療養のための別居については同一家族と見なす。       

 

【収入基準額表】 

区  分 
収 入 基 準 額              

高等専門学校 大学・専修学校（専門課程） 

 

 世 

 

 帯 

 

 人 

 

 員 

 

１人 １０３万円 １３９万円 

２人 １６５万円 １９８万円 

３人 １９０万円 ２１２万円 

４人 ２０６万円 ２２９万円 

５人 ２２１万円 ２３９万円 

６人 ２３４万円 ２５０万円 

７人 ２４６万円 ２６２万円 

８人 

以上 

２５７万円に１人増すごと

に１１万円を加算した額 

２７４万円に１人増すご

とに１２万円を加算した

額 
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【例４】県外私立大学へ自宅外通学（下宿）：４人家族

父 家計支持者

　給与所得（収入）：８５０万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が４４０万円以下

母

本人 私立大学生、自宅外通学（下宿）

弟 公立高校生、自宅通学

本人 私立大学、自宅外通学(下宿)

家計支持者

　給与所得（収入）：７９０万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が３８０万円以下

母

本人 国公立大学生、自宅外通学（下宿）

妹 公立高校生、自宅通学

本人 国立大学生、自宅外通学(下宿)

○　　収　　入　　基　　準　　（例）

■各家庭で状況が違いますので一概には言えませんが、収入基準額の算定の例を下に示してお
きます。

【例１】県外私立大学へ自宅外通学(下宿)：３人家族

父 家計支持者
　給与所得(収入)：８００万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が３９０万円以下

母

家計支持者

　給与所得(収入)：９３５万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が５３０万円以下

母

【例２】県外国公立大学へ自宅外通学(下宿)：３人家族

父 家計支持者
　給与所得(収入)：７２０万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が３３０万円以下

母

本人 国立大学生、自宅外通学(下宿)

【例３】県外国公立大学へ自宅外通学（下宿）：４人家族

父

本人 国立大学生、自宅外通学(下宿)

弟 私立大学生、自宅外通学(下宿)

【例５】県外国立大学へ自宅外通学(下宿)：４人家族

父

弟 国立大学生、自宅外通学(下宿)

※家族の人数や就学状況によって収入基準額が大きく異なります。
※事業者については、収入＝所得とはなりません。税金、必要経費等を差し引いた所得金
額（確定申告書の所得金額欄）を算定の額としています。そのため、給与所得者とは基準
額が変わってきます。

【例６】県外国立大学へ自宅外通学(下宿)：４人家族

父 家計支持者

　給与所得(収入)：８７５万円（税込）以下
　事業所得：必要経費等差し引き後、
　　　　　　所得が４７０万円以下

母

 



将来、岐阜県にＵターンし、岐阜県で活躍する
意思のある方に奨学金を貸与します！

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金

奨
学
生
募
集

令和５年度奨学生 募集概要

貸 与 金 額 月額 ６０，０００円

貸 与 対 象

岐阜県内の高等学校等を卒業した方で、県外に住所
を有し、かつ、県外の大学等（※）に在学していること。
（※）「大学等」とは、大学（専門職大学を含む）、短期大学（専門職短期大学を含
む）、高等専門学校（第４，５学年に限る）、専修学校（専門課程に限る）のことで
す。大学院は含みません。

貸 与 期 間
貸与決定を受けた者が、在学している県外大学等を
卒業する日の属する月までの間。
（※正規の修業年限を上限とします。）

募 集 人 数 新規１２０名

募 集 期 間
令和５年４月19日（水）～令和５年６月５日（月）

※郵送により申請してください。締切日消印有効。

返還免除条件

次の要件を全て満たした場合は、奨学金の返還を全額
免除します。
①大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内
に県内に住所を有し、引き続き５年間県内に居住すること。
②大学等を卒業した日の属する月の翌月から起算して１２ヶ月以内
に県内で就業し、引き続き５年間就業していること。

※返還免除条件を満たすことができなくなった場合は、貸与額は全額返還となります。

返還免除までの流れ

制度の詳細および応募方法、申請書類などは、
岐阜県庁のホームページ でご確認ください。

岐阜県 清流の国推進部 地域振興課 地域プロモーション係

〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１ ＴＥＬ ０５８-２７２-８１９７

Ｅ-mail c11143@pref.gifu.lg.jp                     ＦＡＸ ０５８-２７８-３５３０

開庁日および受付時間： 平日 ８：３０～１７：１５

大学等卒業後、岐阜県内に居住し、県内企業等で
就業した場合は奨学金の返還が免除されます。

お問い合わせ

／申請先

岐阜県 清流の国ぎふ大学生等奨学金 検 索

県外居住し、県外大学等
に在学中、奨学金を貸与

卒業月の翌月から１２ヶ月
以内に、岐阜県内に住所
を有し県内で就業する

引き続き、５年間、

県内に居住し、県内で就
業する

返
還
免
除

在学中 ５年間
卒業後１２ヶ月以内

成績基準および収入基準の算定についてはホームページ掲載の応募基準でご確認いただき、ご不明な場合はお問い合わせください。

R５年度より増額



第１号様式（第６条関係） 

（表） 

清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書  □新規 □継続 

ふりがな     （満  歳） 

   

 

年  月  日生 

奨学金の貸与希望期間 

氏 名    
年  月から  年  月まで 

    年  月間 

在
学
す
る
大
学
等 

□国公立 

 

□私立 

□大学 

□短期大学 

□高等専門学校 

□専修学校 

（大学等の名称） 

 

（学年） 

 

（学部等の名称）  

       

（卒業予定）  年  月 

高
等
学
校
等 

卒
業

し

た 

（高等学校等の名称） 

本

人 

現住所 

※携帯メールアドレス（                  ） 電話番号  （   ） 

〒    - 

家

族 

 

現住所 

 

                               電話番号  （   ） 

〒    - 

 

 

 申
請
者
を
除
く
家
族
の
状
況 

続  柄 氏 名 年 齢 職 業 勤 務 先         年収（税込） 

   歳   円 

       

       

       

       

（卒業後に岐阜県でどのように活躍したいか具体的かつ詳細に記入してください。） 

 
 

   

    

    

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

備考 

１ 該当する□の中に✓印を記入してください。 

２ 家族欄は、生計を維持する者の住所及び氏名等を記入すること。 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

（表） 

清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書 □新規 □継続 

ふりがな  しょうがく つとむ   （満１９歳） 

  

 

平成１４年４月８日生 

奨学金の貸与希望期間 

氏 名    奨学 勉 
令和５年４月から令和●●年３月まで 

●年●月間 

在
学
す
る
大
学
等 

□国公立 
 

☑私立 

☑大学 
□短期大学 
□高等専門学校 
□専修学校 

（大学等の名称） 
清流の国大学 
（学年） 
１学年（４年制大学） 
（学部等の名称）  
教育学部 

（卒業予定） 
令和●●年３月 

高
等
学
校
等 

卒
業

し

た 

（高等学校等の名称） 
 

岐阜県立清流高等学校 

本

人 

現住所 

※携帯メールアドレス（ｃ11143＠pref.gifu.lg.jp） 電話番号 090（000）0000 

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1  コーポミナモ 37号室 

家

族 

 
現住所 

 

電話番号 090（000）0000 
〒500-8570 
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1        
 

 

 
申
請
者
を
除
く
家
族
の
状
況 

続  柄 氏 名 年 齢 職 業 勤 務 先         年収（税込） 

 祖母 奨学 清子 78歳 無職 - 0円 

 父 奨学 勤 50歳 会社員 ○○株式会社      600万円 

  母 奨学 知子 45歳 パート △△株式会社      100万円 

  兄 奨学 学 21歳 大学生 □□大学（私立・下宿）  

  妹 奨学 励子 12歳 小学生 ☆☆小学校（通学）  

（卒業後に岐阜県でどのように活躍したいか具体的かつ詳細に記入してください。） 

 

※審査に影響することがあります。くわしくていねいに 
   

    記入してください。   

 
   

  
  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

備考  

１ 該当する□の中に✓印を記入してください。 

２ 家族欄は、生計を維持する者の住所及び氏名等を記入すること。 

 

申請日現在の年齢を記入 

【新規】 

貸与希望年月～卒業予定年月 

【継続】 

貸与開始～卒業予定年月 

振込時等に、課よりお知らせメールを送信しま

す。常時確認できるメールアドレスを記入 

住民票に記載のある人で、本人と生計を

同一にする家族のみを記入。 

別居していても同一生計であれば記入、

住民票の添付が必要です。 

＜例＞ 

含める・・・・・・・・・単身赴任 

            就学者の別居 

含めない・・・・・・・別生計の兄弟姉妹 

 

高校生・専門学生・大学生・専修学生

は、収入基準額算定のために下記を

必ず記入する。 

➀ 国公立か私立 

➁ 通学か下宿 

※大学院生も同様に明記。（大学院生

は控除対象外。） 

年収は収入があるもの全員

記入。書類の添付は、主た

る家計支持者のみで良い。 

平日の日中に連絡がつ

きやすい連絡先を記入 

貸与申請書（表）は、奨学金ホームページより 

オンライン専用申請フォームをご利用ください。 



 

（裏） 

上記のとおり、奨学生として奨学金の貸与を受けたいので申請します。 

         年  月  日 

           岐阜県知事 様 

ふりがな               

本 人    氏 名                ○印    

 私は、上記申請者が奨学生として採用された場合にはその連帯保証人として奨学金の貸与及び

返還について申請者本人と連帯して責任を負います。 

なお、破産手続開始の決定は受けておりません。         

ふりがな                  

連帯保証人 氏 名                    ○印  
 

現 住 所     〒                  

 

 

 

電話番号                    

      携帯電話番号（緊急連絡先）          

メールアドレス                 

生年月日          年  月  日生   

                    申請者との続柄             

                      職業             

 

 

 

           

 

添付書類 
 １ 大学等に在学することを証明する書類 
 ２ 県内の高等学校等を卒業し、又は修了したことを証明する書類（※１） 
 ３ 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し 
 ４ 三親等内の親族で成年者であるもののいずれか又は連帯保証人の住民票の写し（※２） 
 ５ 学業成績を証明する書類 
 ６ 生計を維持する者の収入の年額を証明する書類 
７ 連帯保証人の印の印鑑登録証明書（※３） 
※１は、継続貸与申請の場合は、添付不要 
※２は、申請者の属する世帯が県内にある場合は、添付不要 
※３は、継続貸与申請の場合において、新規貸与申請時又は連帯保証人変更時から印鑑登録の
変更がないときは、添付不要 

 

 備考  

１ 申込者及び連帯保証人の氏名等は、自署すること。 

２ 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、原則として県内に住所を有する三親等
内の親族であること。 

  ３ 連帯保証人の印は、印鑑登録を受けたものを押印すること。 



 

 

 

（裏） 

上記のとおり、奨学生として奨学金の貸与を受けたいので申請します。 

     令和５年 ●月●●日 

         岐阜県知事 様 

ふりがな  しょうがく つとむ    

本 人    氏 名         奨学  勉     

 私は、上記申請者が奨学生として採用された場合にはその連帯保証人として奨学金の貸与及び返還

について申請者本人と連帯して責任を負います。 

なお、破産手続開始の決定は受けておりません。         

ふりがな  しょうがく すすむ    

連帯保証人 氏 名         奨学 勤      

現 住 所      〒５００-８５７０   

岐阜県岐阜市薮田南   

２－１－１  

電話番号    ０５８-０００-００００ 

携帯電話番号（緊急連絡先）  ０９０-００００-００００ 

メールアドレス  ｃ11143＠pref.gifu.lg.jp 

生年月日  Ｓ４４年 ４月１０日生  

                   申請者との続柄      父 

                               職業     会社員 

添付書類 
 １ 大学等に在学することを証明する書類 
 ２ 県内の高等学校等を卒業し、又は修了したことを証明する書類（※１） 
 ３ 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し 
 ４ 三親等内の親族で成年者であるもののいずれか又は連帯保証人の住民票の写し（※２） 
 ５ 学業成績を証明する書類 
 ６ 生計を維持する者の収入の年額を証明する書類 
７ 連帯保証人の印の印鑑登録証明書（※３） 
※１は、継続貸与申請の場合は、添付不要 
※２は、申請者の属する世帯が県内にある場合は、添付不要 
※３は、継続貸与申請の場合において、新規貸与申請時又は連帯保証人変更時から印鑑登録の
変更がないときは、添付不要 

 
    備考  

１ 申込者及び連帯保証人の氏名等は、自署すること。 

２ 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、原則として県内に住所を有する三親等 
内の親族であること。 

     ３ 連帯保証人の印は、印鑑登録を受けたものを押印すること。 
 

記入日（必ず募集期間内の日付で） 

 ここで押す印鑑は、貸与決定後の誓約書・借用書等で同一

のものを使用する必要があるため控えておくこと。 

奨
学 

奨
学 

勤 

※印鑑登録証明書と同一の印鑑を押すこと

【新規】 県内に住所を有する三親等内の親族で成

年者であるもののいずれか。 

【継続】 新規申請時と同一の連帯保証人とす

る。（変更する場合、変更届が必要） 

実 

印 

貸与申請書（裏）は書面にて提出してください。（表はオンライン申請） 



第４号様式（第７条関係） 

誓    約    書 

 

 私は、清流の国ぎふ大学生等奨学金条例に定める奨学生としての誇りをもって、

学業に専念し、品位を高め、その趣旨に沿うよう努力することを誓います。 

 なお、卒業後は、ふるさと岐阜に戻って就業することを誓います。 

 

 

    年  月  日 

 

 

貸与決定番号  第      号    

氏   名          ◯印   

 

 岐阜県知事 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

清流の国ぎふ大学生等奨学金借用証書 

借 用 金 額              円 

借 用 期 間       年  月  ～  年  月 

大 学 等 名 称 
     

      

 上記のとおり借用します。 

   年  月  日 

貸与決定番号    第       号  

住 所 〒              

 

 

氏 名            ◯印  

 岐阜県知事 様 

 

 

 ※この奨学金借用証書は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９１条の３第２項の 

規定の適用により印紙税は課されません。 

 

 

 

 

 

 

 



■ご登録いただきますと、以下のサポートが受けられます。

就職相談・WEB就職相談　　企業研究　　自己分析　　就活セミナー

応募書類対策　　面接対策　　新卒求人　　出張就職相談  等

■登録希望の方でメールアドレスをご記入頂いた方には、メルマガ(合同企業説明会やセミナー情報などの就活情報)を

   配信させて頂きます。

■個人情報の取り扱いについては、別紙「ジンチャレ！個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

■ ぎふジョブガイドホームページから、オンライン登録ができます。

ぎふジョブガイド https://www.jinzai-gifu.jp/ ジンチャレ！登録ページ

ジンチャレ！登録ページ https://jinchare.jinzai-gifu.jp/ginchare QRコードはこちら　→

■ジンチャレ登録申込書 *オンライン登録を済ませた方は、申込書の提出は不要です。

年 月 日

（ 歳 ）

年 月 日生

〒

ハイホン アンダーバー オー ゼロ エヌ エイチ エム アール ブイ ゼット ニ

【 ― ・ ＿ 】 【 Ｏ ・ 0 】 【 ｎ ・ ｈ ・ ｍ 】 【 ｒ ・ ｖ 】 【 ｚ 2 】

□学生 →

□高専　　□専門　　□短大　　□大学　　□大学院　　　　在学中　

（学校名・学部・学科名： ）

岐阜県商工労働部産業人材課 TEL：058-272-1111　（内線3682)

岐阜県総合人材チャレンジセンター TEL：058-278-1149

（岐阜県中小企業総合人材確保センター内）

ジンチャレ！登録申込書

受付日

フリガナ
     □男

     □女

     □回答しない

生年月日

氏　名

連絡先

住　所

【帰省先】 市町村

下記の文字については、丁寧に大きな字でご記入ください。

現在の

状　況

２０　　　　　年　　　　　　月　　卒業予定

ＴＥＬ
(自宅)

ＴＥＬ
(携帯)

ＭＡＩＬ ＠

□昭和

□平成

学生用



　岐阜県総合人材チャレンジセンター[以下、「ジンチャレ！」という]（岐阜県中小企業総合人材確保センター内）を利

用する皆様が安心してサービスをご利用いただけるよう、私たちの個人情報の定義・取り扱いについてご説明いたしま

す。

◆個人情報の定義について

個人情報とは、個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、職務経歴、電話番号、メールアド

レスなど個人別に付与された番号・その他の符号、映像もしくは音声により特定の個人と識別できるものをいいます。ま

た、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できるものも個人情報として取り扱います。

◆個人情報を収集する目的

就職・転職・進路決定等に関するアドバイスなど、ジンチャレ！のサービスを適切に提供することを目的に収集させてい

ただきます。

◆個人情報の利用・提供のお約束

私たちは個人情報を収集する目的の範囲内でお取扱いいたします。お預かりした個人情報は、法令や公的機関からの命令

等の場合を除き以下の目的で利用いたします。

① 求職者の希望に合った岐阜県が主催する事業のイベント、セミナー等サービスの情報提供に係る連絡

② 就職相談、状況確認、就職後の支援など

◆個人情報管理責任者について

個人情報の管理責任者を拠点毎に配置しております。

◆個人情報の開示について

お預かりしている個人情報につきまして、ご本人から開示の連絡をいただいた場合には、ご本人であることを確認させて

頂いた上で、速やかに開示いたします。

　

◆個人情報の利用停止等について

お預かりしている個人情報に関する利用停止等について、ご本人からご連絡いただいた場合は、ご本人であることを確認

させて頂いた上で、速やかに対応いたします。

◆個人情報の訂正について

個人情報を常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めています。よって住所や連絡先など個人情報に変更があった場合

には、ご本人よりご連絡ください。ご本人であることを確認させて頂いた上で、ジンチャレ！で責任をもって変更させて

いただきます。

 

◆岐阜県総合人材チャレンジセンター

本　　　　　　所　 岐阜市薮田南５－１４－１２　岐阜県シンクタンク庁舎２Ｆ　　　 ☎０５８－２７８－１１４９

ぎふ出張相談窓口 　岐阜市橋本町１－１０－１　アクティブG２F 　　　　　　　　  　☎０５８－２１４－３０８１

個人情報の取り扱い等について

岐阜県総合人材チャレンジセンター

（岐阜県中小企業総合人材確保センター内）



令和５年度 清流の国ぎふ大学生等奨学金 提出書類チェックリスト 

※令和５年６月５日（月）締切日消印有効 

以下の【１】～【７】のいずれにも該当する者であること               ↓チェック 

【１】岐阜県内の高等学校等を卒業している □ 

【２】現在、岐阜県外に住所を有している（下宿している） □ 

【３】現在、岐阜県外の大学等に在学している（大学院生は本奨学金の対象となりません） □ 

【４】申請時に、三親等内の親族で成年者であるもののいずれか 又は 連帯保証人が

県内に住所を有している ※連帯保証人については「募集のしおり」を参照してください。 
□ 

【５】成績基準を満たしている ※「清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準」を参照してください。 □ 

【６】収入基準を満たしている ※「清流の国ぎふ大学生等奨学金応募基準」を参照してください。 □ 

【７】大学等卒業後に、岐阜県内で就業・居住（Ｕターン）する意思がある □ 

 
 

 （□）は該当がある場合のみ提出してください。 

提 出 書 類 

◆各書類の詳細については、今年度の「募集のしおり」をご確認ください。 
新規申請者 継続申請者 

貸与申請書（当奨学金ホームページ内専用フォームに入力・送信のうえ、様式「裏面」を提出） □ □ 

大学等在学証明書 原本 （令和５年４月１日以降のもの） □ □ 

高等学校等卒業証明書 原本 □  

高等学校等学業成績証明書 原本 □  

大学等学業成績証明書 原本 （ □ ） □ 

申請者が岐阜県外に住所を有していることが確認できる書類 

※住民票（令和 5 年４月１日以降のもの）原本 又は アパート賃貸借契約書の写し等 

アパート賃貸契約書の場合、入居者（申請者）・入居場所・入居期間が確認できること。 

□ □ 

生計を一にする家族全員の住民票 （令和５年４月１日以降のもの） 

 ※申請者が住民票を移動していない場合、申請者及び家族全員が記載されたもの 
□ □ 

連帯保証人の住民票  

 ※連帯保証人の住所が申請者と生計を一にする家族全員の住民票で確認できない場合 
（ □ ） （ □ ） 

主たる家計支持者の２０２２年の収入年額を証明する書類 

 ※2022 年分源泉徴収票の写し 又は 2023 年度所得課税証明書 等 
□ □ 

その他の証明 （障がい、長期療養、単身赴任 等） （ □ ） （ □ ） 

連帯保証人の印鑑登録証明書 原本 （継続申請者で変更の無い場合は提出不要） □ （ □ ） 

通帳の写し 

（継続申請者で振込先口座に変更がある場合は、関係届出書と併せて提出すること） 
□ （ □ ） 

提出書類チェックリスト（※本書） □ □ 
 

本奨学金制度の趣旨により、貸与が決定した奨学生の方には、連絡先届出書でご

提出いただいた住所・メールアドレス宛に岐阜県からのＵターン就職や県内情報

に係るご案内をお送りさせていただきます。 
了承しました  □ 

本奨学金制度の趣旨により、Ｕターン就職の相談や県内企業の情報提供などを行

う岐阜県の支援機関「岐阜県総合人材チャレンジセンター（通称：ジンチャレ!）」

の利用をお願いします。 

（登録申込書の提出又はオンライン登録をお願いします。） 

オンライン登録済   □ 

ジンチャレ！に提出済 □ 

申請書と共に提出   □ 
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